
 

国立大学法人大分大学における個人情報保護法の一部を改正する法律の施行に伴う関係細

則の整備に関する細則 
令和４年３月１５日制定 
令和 ４年細則第７ 号 

  
（国立大学法人大分大学個人情報及び特定個人情報開示等実施細則の一部改正） 

第１条 国立大学法人大分大学個人情報及び特定個人情報開示等実施細則（平成２１年細則第２

１号）について，次の各号に掲げるとおり改正する。 
（１） 第２条第１項の規定中「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５９号。以下「個人情報保護法」という。）第２条及び」を「個人情報

の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「個人情報保護法」という。）第

２条及び第６０条並びに」とする。 
（２） 第２条第２項第３号の規定中「個人情報保護法第１２条」を「個人情報保護法第７６

条」とする。 

（３） 第３条第１項の規定中「個人情報保護法第１１条第１項」を「個人情報保護法第７５

条第１項」とする。 

（４） 第４条第５項の規定中「他の独立行政法人等又は行政機関」を「行政機関等」とする。 

（５） 第７条の規定中「非識別加工情報」を「匿名加工情報」とする。 
（６） 第８条の規定中「個人情報保護法第１３条第３項」を「個人情報保護法第７７条第３

項」とする。 

（７） 第９条第１項第２号の規定中「個人情報保護法第１５条又は第１６条」を「個人情報

保護法第７９条又は第８０条」とする。 

（８） 第９条第２項の規定中「個人情報保護法第２３条第３項」を「個人情報保護法第８６

条第３項」とする。 

（９） 第１０条第１項の規定中「個人情報保護法第１９条第２項」を「個人情報保護法第８

３条第２項」とする。 

（１０） 第１１条第１項の規定中「個人情報保護法第２１条第１項の規定により他の独立行

政法人等に事案の移送をするとき，及び個人情報保護法第２２条第１項の規定により行

政機関の長に」を「個人情報保護法第８５条第１項の規定により行政機関の長等に」と

する。 

（１１） 第１１条第２項の規定中「他の独立行政法人等に事案を移送するとき，及び行政機

関の長に」を「行政機関の長等に」とする。 

（１２） 第１２条の規定中「個人情報保護法第２３条」を「個人情報保護法第８６条」とす

る。 

（１３） 第１３条の規定中「他の独立行政法人等又は行政機関」を「行政機関等」とする。 

（１４） 第１５条の規定中「個人情報保護法第２４条」を「個人情報保護法第８７条」とす

る。 

（１５） 第１７条の規定中「個人情報保護法第２１条第２項の規定により，他の独立行政法

人等から」を「個人情報保護法第８５条第２項の規定により，他の行政機関等から」と

する。 

（１６） 第１８条の規定中「個人情報保護法第２７条」を「個人情報保護法第９０条」とす

る。 

（１７） 第２１条第１項の規定中「個人情報保護法第３１条第２項」を「個人情報保護法第

９４条第２項」とする。 

（１８） 第２２条第１項の規定中「個人情報保護法第３３条第１項の規定により他の独立行

政法人等に事案の移送をするとき，又は個人情報保護法第３４条第１項の規定により行

政機関の長に」を「個人情報保護法第９６条第１項の規定により他の行政機関の長等に」

とする。 

（１９） 第２２条第２項の規定中「他の独立行政法人等に事案を移送するとき，又は行政機

関の長に」を「行政機関の長等に」とする。 

（２０） 第２４条第１項の規定中「個人情報保護法第３６条第１項各号」を「個人情報保護



 

法第９８条第１項各号」とする。 

（２１） 第２７条第１項の規定中「個人情報保護法第４０条第２項」を「個人情報保護法第

１０２条第２項」とする。 

（２２） 第２８条の規定中「個人情報保護法第１８条，第３０条及び第３９条」を「個人情

報保護法第８２条，第９３条及び第１０１条」とする。 

（２３） 別表中「個人情報保護法第３条」を「個人情報保護法第６１条」とし，「個人情報保

護法第８条第１項及び第２項」を「個人情報保護法第６７条」とし，「個人情報保護法第

１３条」を「個人情報保護法第７７条」とし，「個人情報保護法第１４条」を「個人情報

保護法第７８条」とし，「個人情報保護法第１４条第４号」を「個人情報保護法第７８条

第６号」とし，「個人情報保護法第１４条第５号」を「個人情報保護法第７８条第７号」

とし，「個人情報保護法第１５条」を「個人情報保護法第７９条」とし，「個人情報保護

法第１６条」を「個人情報保護法第８０条」とし，「個人情報保護法第１７条」を「個人

情報保護法第８１条」とし，「個人情報保護法第１８条」を「個人情報保護法第８２条」

とし，「個人情報保護法第１８条ただし書き」を「個人情報保護法第８２条第１項ただし

書」とし，「個人情報保護法第２７条」を「個人情報保護法第９０条」とし，「個人情報

保護法第２８条」を「個人情報保護法第９１条」とし，「個人情報保護法第３０条」を「個

人情報保護法第９３条」とし，「個人情報保護法第３６条」を「個人情報保護法第９８条」

とし，「個人情報保護法第３７条」を「個人情報保護法第９９条」とし，「個人情報保護

法第３９条」を「個人情報保護法第１０１条」とし，「個人情報保護法第４５条」を「個

人情報保護法第１２２条第２項」とし，「個人情報保護法第２条第３項に規定する個人情

報等」を「個人情報等」とし，「同条第５号」を「同条第７号」とし，「独立行政法人等」

を「行政機関等」とする。 

 
（国立大学法人大分大学非識別加工情報の利用に係る手数料細則の一部改正） 

第２条 国立大学法人大分大学非識別加工情報の利用に係る手数料細則（平成３０年細則第２号）

について，次の各号に掲げるとおり改正する。 
（１） 「非識別加工情報」を「匿名別加工情報」とする。 
（２） 第２条第３号を第２号とし，第２号を第１号とし，第１号を削る。 

 
（国立大学法人大分大学情報公開取扱細則の一部改正） 

第３条 国立大学法人大分大学情報公開取扱細則（平成２１年細則第２０号）第６条第１項の規

定中「非識別加工情報」を「匿名加工情報」とする。 

 

（国立大学法人大分大学職員の心身の状態に関する情報の取扱いに関する細則の一部改正） 
第４条 国立大学法人大分大学職員の心身の状態に関する情報の取扱いに関する細則（令和２年

細則第２４号）第３条第４項の規定中「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法

律（平成１５年法律第５９号。以下「個人情報保護法」という。）第９条第２項の各号」を「個

人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「個人情報保護法」という。）第６

９条第２項の各号」とする。 
 

   附 則 
 この細則は，令和４年４月１日から施行する。 
 


